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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１７年３月１４日（月）午後　１時　２分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　２時４３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本靖一  副委員長 柴田繁勝  委　　員 中野賢治

委　　員 辻　勝美  委　　員 木村勝彦

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝 水道事業管理者　寺田規宏

都市整備部長　岩田延弘

土木下水道部長　山脇　智 同部次長兼下水道管理課長　宮川茂行

交通対策課長　水田和男 下水道業務課長　石川裕司

下水道管理課参事　山口　繁　　下水道整備課長　渡辺勝彦

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局書記　寺前和惠

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成１７年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成１６年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第４４号　摂津市特別業務地区内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

議案第　２号　平成１７年度摂津市水道事業会計予算

議案第１０号　平成１６年度摂津市水道事業会計補正予算

議案第３５号　摂津市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件所管分（市

立小川自動車駐車場以外の市立自動車駐車場に関する部分）

議案第３６号　摂津市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　６号　平成１７年度摂津市公共下水道事業特別会計予算

議案第１３号　平成１６年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算

議案第４０号　摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例の一部を改

正する条例制定の件
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（午後１時２分　開会）

○山本靖一委員長　ただいまから建設常

任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は柴田委員

を指名します。

　先日に引き続き審査を行います。

　議案第３５号所管分及び議案第３６号

の審査を行います。本２件については補

足説明を省略し、質疑に入ります。

　辻委員。

○辻委員　１点だけ教えてもらいたいん

ですけどね、１ページのとこに第２１条

の中で、最後の方で、「ただし、その自

動車の保管に関して、指定管理者が善良

な管理者の注意を怠ったときは、この限

りではない」ということなんですが、そ

ういうようなことは今まであったのかど

うか、ちょっと教えてもらえますでしょ

うか。

○山本靖一委員長　水田課長。　

○水田交通対策課長　今までそういう前

例があったのかということでございます

けれども、私どもは自動車の管理者につ

きましては、現在シルバー人材センター

並びに都市開発株式会社の方で、現在管

理委託を行っておりますが、そういうふ

うな事例というのは今のところございせ

ん。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

　　（午後　１時　４分　休憩）

　　（午後　１時　７分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第６号及び議案第１３号の審査を

行います。

　本２件のうち、議案第１３号について

は、補足説明を省略し、議案第６号につ

いて補足説明を求めます。

　山脇土木下水道部長。

○山脇土木下水道部長　議案第６号、平

成１７年度摂津市公共下水道事業特別会

計予算につきまして、目を追って主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。

　まず、歳入でございますが、６ページ、

款１、分担金及び負担金、項１、負担金、

目１、公債費負担金は、下水道幹線管渠

の建設に伴う吹田市及び茨木市からの起

債償還金負担金で、前年度に比べ４，６

９９万円の増額となっております。これ

は、茨木市からの起債償還金負担金の増

額を見込んだものでございます。目２、

受益者負担金は、前年度に比べ６１５万

6，０００円の減額となっております。

これは、供用開始に伴う賦課面積の減少

によるものでございます。款２、使用料

及び手数料、項１、使用料、目１、下水

道使用料は、前年度に比べ５，５４４万

９，０００円の減額となっております。

これは、大口需要家の転出等によるもの

でございます。

　７ページ、項２、手数料、目１、下水

道手数料は、２万９，０００円の増額と

なっております。これは、排水設備の責

任技術者登録手数料の増額によるもので

ございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫補助金、

目１、下水道事業費国庫補助金は、前年

度に比べ９００万円の増額となっており

ます。これは、国庫補助対象事業の増加

によるものでございます。

　８ページ、款４、繰入金、項１、目１、

一般会計繰入金は、前年度に比べ３，２

８６万５，０００円の減額となっており

ます。これは、主に、資本費平準化債の

増額によるものでございます。

　款５、諸収入、項１、資金貸付金返還

－�2�－



収入、目１、水洗便所改造資金貸付金返

還収入は、前年度に比べ９１６万６，０

００円の減額となっております。これは

貸付件数の減少によるものでございます。

　９ページ、項２、目１、雑入は６万円

の減額でございます。これは下水道工事

共通仕様書の売却数の減少によるもので

ございます。

　款６、市債、項１、市債、目１、下水

道債は、前年度に比べ１億４７０万円の

増額で、これは公共下水道事業債及び資

本費平準化債の増加によるものでござい

ます。

　次に歳出でございますが１０ページ、

款１、下水道費、項１、目１、下水道総

務費は、下水道部局全体に係る事務経費

で、その主な内容といたしましては、人

件費ほかでございまして、１１ページ、

節１９、負担金、補助及び交付金は、日

本下水道協会や日本下水道事業団等に対

する負担金で、節２７、公課費は、消費

税及び地方消費税でございます。

　１２ページ、款１、下水道費、項２、

下水道事業費、目１、下水道管理費は、

下水道施設の維持管理に係る経費で、そ

の主な内容といたしまして、節１１、需

用費は、下水道施設に係る光熱水費や修

繕料など、節１３、委託料は、下水道使

用料徴収事務委託や集中管理室、ポンプ

場、ガランド親水施設の維持管理に係る

業務委託などでございます。

　１３ページ、節１９、負担金、補助及

び交付金は、安威川、淀川右岸流域下水

道組合負担金と水洗便所改造助成金でご

ざいます。節２１、貸付金は、くみ取り

便所や浄化槽便所の改造資金貸付金でご

ざいます。

　１４ページ、目２、下水道整備費は、

公共下水道及び流域下水道の建設に係る

経費で、その主な内容といたしましては

人件費のほか、１５ページ、節１３、委

託料は、公共下水道工事に係る設計委託

料等でございます。節１５、工事請負費

は、公共下水道の工事請負費で、安威川

以北の合流地域で２路線、安威川以南の

分流地域で汚水３２路線、雨水２路線、

全体路線延長で約３．１キロメートルの

工事を実施するものでございます。節１

９、負担金、補助及び交付金は、安威川

流域下水道事業分担金で、これは流域下

水道施設の中央処理場、味舌ポンプ場な

どの整備に伴う分担金でございます。節

２２、補償、補填及び賠償金は、公共下

水道工事に伴う地下埋設物等の移設補償

費でございます。

　１６ページ、款２、公債費、項１、公

債費は、公共下水道事業、流域下水道事

業の起債元利償還金と資本費平準化債の

利子及び一時借入金利子でございます。

　１７ページ、款３、予備費、項１、予

備費、目１、予備費は、前年度と同額で

ございます。なお、給与費明細書につき

ましては１８ページから２５ページにか

けて、債務負担行為の調書につきまして

は２６ページに、地方債に関する調書に

つきましては４ページの第２表と２７ペー

ジに記載いたしておりますので、ご参照

賜りますようお願い申し上げます。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　辻委員。

○辻委員　質問番号とページ数を述べて

質問させていただきますので、答弁の方

も番号でお願いいたします。

　では、１番、５ページ、歳入の中で繰

入金、３，２８６万５，０００円の減額

になってるんですが、今年、どのぐらい

の工事のキロ数を予定されておるのか、

教えてもらいたいと思います。
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　２番、６ページ。歳入で、下水道使用

料で５，５４４万９，０００円ですか、

減額。先ほど少し説明があったと思いま

すけど、再度お尋ねいたします。

　３番、８ページ、諸収入の中で、水洗

便所改造資金貸付金の返還収入について

ですけども、貸付金の中で、返還の滞納

者は今どのぐらいおられるのか教えても

らいたいと思います。

　４番、１１ページ、下水道総務費で、

負担金の中で、自動車安全運転管理者部

会の負担金、これ新たに１万２，０００

円計上されてるんですけれども、ちょっ

とその理由、教えてもらいたいと思いま

す。

　５番、１２ページ、下水道管理費の需

用費の中で消耗品について、５万５，０

００円増額になってるんですけども、そ

の説明をお願いいたします。

　６番、１２ページ、下水道管理費の需

用費の中で、印刷製本費が３３万９，０

００円ですか、減額になってますけれど

も、その理由をお願いいたします。

　それから、７番で１２ページ、下水道

管理費、委託料の中で、下水道使用料徴

収事務委託料について、３３万７，００

０円増額になってるんですけど、その説

明をお願いします。

　８番、１３ページ、下水道管理費で、

委託料で電気保安業務委託料で８万１，

０００円増額になってますけども、この

説明をお願いいたします。

　次、９番、下水道管理費の貸付金、水

洗便所改造資金貸付金ですが、先ほどちょっ

と説明がありましたけども、再度減額に

なった理由をお願いいたします。できれ

ば、その他も細かくお願いしたいと思い

ます。

　それから、１０番、１４ページ、下水

道管理費、公課費で自動車重量税の中で、

１万５，０００円増額になっていること

について説明をお願いいたします。

　それから１１番、１５ページ、下水道

整備費の中で、庁用器具費といたしまし

て４０万円増額になってるんですが、こ

の説明をお願いして、１回目の質問とい

たします。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　ただいまの辻委

員のご質問の中のまず第１問目でござい

ます。繰入金３，２００万円の減になっ

ておりますが、平成１７年度の工事の予

定はということでございますので、工事

の予定の方のご答弁をさせていただきた

いと思います。

　平成１７年度の工事、整備延長につき

ましては、約３．１キロメートルを予定

いたしております。その内訳といたしま

して、合流区域で管径が２５０から４５

０ミリで延長約１１０メーターで２路線

を計画いたしてございます。それと、分

流汚水でございますが、これは、管径２

００ミリでございまして、延長で約２，

８００メーター、３２路線を計画いたし

ております。それから、分流雨水、これ

につきましては、管径３５０から４５０

ミリということの中で、延長２１０メー

ターで２路線を計画いたしてございます。

　それと、質問番号の１１番、庁用器具

費の前年度の増額分についてということ

でお問いでございます。今年度、増額い

たしておりますのが、マイクロフィルム

を印刷するためのマイクロスキャナーを

計上させていただいております。この内

容でございますけれども、我々工事発注

いたします。工事完成時に請負業者に施

工いたしました出来高図面をマイクロフィ

ルムに撮りまして提出をさせております。

このマイクロフィルムなんですが、下水

道台帳でわからない詳細な施工状況が納
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まっておりまして、開発業者などの問い

合わせに対しまして、技術的な指導に利

用をいたしてございます。

　このマイクロフィルムを印刷する機械

といたしましては、平成５年度から導入

いたしておりますマイクロリーダープリ

ンタというものがございました。それが、

約１０年経過いたしまして、老朽化もし

てまいりまして、修理をしながら使って

いたというのが実状でございます。あと、

修理用の部品も生産中止となった関係で、

今回このマイクロスキャナーを計上させ

ていただいたという内容でございます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　質問番号の２番

目の使用料の減少している原因について

は、大口の事業所、大口の需要家であっ

た事業所が転出していったということか

ら、前年度と比べて減額となっていると

いうものでございます。

　３番目の貸付金の返還金で、滞納者数

につきましては、平成１６年度現年度の

貸付分については、まだ把握はしており

ませんけども、過年度分滞納、１５年度

までにつきましては、１５１人でござい

ます。

　それから、質問番号４番目の自動車安

全運転管理者部会負担金については、前

年度平成１６年度につきましては、管理

費の方に計上していたわけですが、平成

１７年度につきましては、総務費の方に

計上しております。平成１６年度に管理

費に計上しておりましたのは、車両使用

の割合が管理業務に係るものが多いと、

その割合が高いということから、管理費

の方に計上していたものでございますが、

平成１７年度につきましては、総務費に

計上しております。これは総務費の方で、

基本的に下水道３課にまたがる内容のも

のを計上しようということから、平成１

７年度については、総務費の方に計上い

たしました。下水道の管理とか整備とか

に特定できない内容ということで、そう

いった判断をしたものでございます。

　質問番号７番目の委託料で、下水道使

用料徴収事務委託料、これが増えている

原因ということでございますけれども、

これは水道部の方と徴収委託契約を結ん

でおりまして、その協定の中で、計算式

というものがございます。具体的には、

徴収経費を調定件数で案分した額に補正

率を乗じて算出しております。平成１７

年度については、徴収経費は若干減って

おりますけども、調定件数、下水道の調

定件数が増えているということから、そ

の分負担割合が増えて増額となったもの

でございます。

　質問番号９番目の貸付金で、これが減

額となっている理由でございますけれど

も、貸付金につきましては、ここ数年、

年々貸付件数が減少しております。ちな

みに平成１６年度でございますけれども、

今まで２月末までの累計でございますけ

れども、貸付件数は３０件、金額にして

約８６０万円程度になっております。平

成１７年度についても同様に貸付金を増

加というものは見込めない、むしろ減少

すると見込んでおりますので、このよう

な額を計上しております。

○山本靖一委員長　山口参事。

○山口下水道管理課参事　質問番号５番

の消耗品についてでございますが、５万

５，０００円の増額についてでございま

す。事業別について説明をさせていただ

きます。まず、公共下水道管理事務事業

では、平成１６年度では計上をしており

ませんでした。平成１７年度は６万7，

０００円を計上させていただいておりま

して、その分が増額となっております。

ただし、平成１６年度には、公共下水道
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管理事務事業は計上しておりませんでし

たが、平成１６年度においては公共下水

道管理事業に含めておりました。

　続きまして、公共下水道管理事業につ

いては、平成１６年度では６万７，００

０円を計上させていただいておりました

が、平成１７年度は５万５，０００円の

計上とさせていただいております。この

５万５，０００円は水路の条例制定に伴

い、新たに消耗品が必要でありますので、

計上させていただいております。その分、

１万２，０００円の減額でございます。

　続きまして、ガランド水路の親水施設

管理事業でございますが、平成１６年度

も平成１７年度も２１万６，０００円計

上させていただいておりまして、変更は

ございません。トータル的に平成１６年

度は２８万３，０００円。平成１７年度

は３３万８，０００円の計上で、５万５，

０００円の増額とさせていただいており

ます。

　続きまして、質問番号の６番ですけれ

ども、３３万９，０００円の減額につい

て説明させていただきます。

　事業別ですけれども、公共下水道管理

事務事業、平成１６年度は、計上してお

りませんでして、平成１７年度は５１万

９，０００円増額しております。続きま

して、公共下水道管理事業、平成１６年

度は１０７万７，０００円を計上してお

りまして、平成１７年度は２１万９，０

００円計上いたしておりまして、８５万

８，０００円の減額でございます。平成

１６年度の合計は、１０７万７，０００

円でございまして、平成１７年度は７３

万８，０００円、合計３３万９，０００

円の減額をさせていただいております。

　続きまして、質問番号が８番。電気保

安業務委託料についてでございますが、

８万１，０００円の増額でございますが、

本電気保安業務委託料の場所でございま

すが、三ツ樋ポンプ場と番頭面ポンプ場

でございまして、本業務の委託料を削減

するために、平成１４年度から平成１６

年度の３年間をまとめて、市施設全体、

１３施設の電気保安業務委託を締結して

おりまして、その額が三ツ樋ポンプと番

頭面ポンプ場あわせまして、１９万４，

０００円でございまして、全体では３３

２万５，０００円でございます。平成１

７年度から３年間まとめて新たに契約を

予定しておりまして、見積額でございま

すが、２７万５，０００円を計上させて

いただいております。

　続きまして、質問番号１０番、自動車

重量税について、１万５，０００円の増

額についてでございますが、平成１６年

度、軽自動車８，８００円掛ける４台で

３万５，２００円と普通乗用車１台で、

２万５，２００円、合計６万４００円、

切り上げまして６万１，０００円を計上

させていただいておりました。平成１７

年度は普通乗用車２万５，２００、３台

で７万５，６００円、切り上げまして７

万６，０００円計上させていただいてお

ります。その差額が１万５，０００円で

ございます。

○山本靖一委員長　辻委員。

○辻委員　１番については、よくわかり

ました。すみませんが、これによって普

及率何％になるのか、ちょっと教えてい

ただけませんでしょうか。

　それから、２番については大口という

ことで、の使用料ですね。そういうこと

で、一応わかりましたいうことで、了解

しときます。

　それから、３番については、１５１人

現在おられるということです。先日も私

たち議員の方へ市民相談ありまして、確

かに滞納者おられましてね、それで、職
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員の方も徴収に行かれたと思うんですけ

ども、ちょっとその徴収に行く４年半と

か４年とか、経ってから行かれてるとい

うことです。市民の中には、やはり真面

目に払っているけど、うかつなことがあっ

て滞納者の方おられてね、なぜそれだっ

たらもっと早く言うてくれないのかとい

う声が寄せられております。いうことで、

一体その徴収について、どのようにされ

ているのかちょっとご答弁をお願いした

いと思います。

　次、４番につきまして、課が変わった

ということで。我々がやっぱり調べていっ

てね、あるときには総務費、あるときに

は管理費、総務費というようなね、やっ

ぱり勉強しとってもわかりづらいんです

よ、これ。であるならば、ちょっと、さっ

きも言った、全部よろしいですから、あ

る程度のことですね、入れといていただ

いたら、だから、なんぼずっと探しても

ないから、一体これどこいったのかなと

いうことでなりますんでね、機構改革で

されて、またそれがいいと思ってされた

んと思いますけど、予算のことですから、

勉強する側にとっては要望ですけどね、

課が変わればちょっと一言、お声をいた

だきたいなと、こういうように思ってお

りますので、要望だけしときます。

　５番につきましては、ほぼわかりまし

た。有効にしていただくように。やっぱ

り、予算全体が減額になっているのに、

そういう消耗品の分だけがね、やっぱり

増額になるということは、やっぱり努力

していただきたいという思いがあります

ので、よろしくお願いしときます。

　それから、次、６番。製本についてで

すね、どのような製本されているのか、

ちょっとお聞かせ願えるでしょうか。

　次、７番。今先ほど大口が減って、使

用料については減額なんですが、やっぱ

り件数が、そのあとの一戸建てが建って、

件数が増えて、１件についてのあれで、

増えてるわけですね。１つ、水道部の方

にもちょっとしたんですが、この先ほど

の延滞の分もひっくるめてね、水道部か

なり欠損を出すんですけど、やっぱりそ

うなりますと、下水道の使用料もお願い

してるわけですから、その分ですね、徴

収に行くのは水道部の方から連絡がなけ

ればわからないと。どのようにそのやり

取りをされているのか、ちょっとお聞か

せください。

　８番については、委託についてはわか

りました。

　それから９番につきましても、かなり

の減少であるということで、これも了解

いたしました。

　それから１０番の件についても了解い

たしました。

　１１番につきましても、そういう大事

な１０年間使ってこられた中で、業者間

とのやり取りも変わってきたということ

で、新たな導入されますね。あとお願い

したいのは、やはりそういう新しい機械

入ったときにミスのないように、操作き

ちっと、全職員に徹底していただいて、

操作ミスのないようにしてよろしくお願

いいたします。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　質問番号１番の

今年の工事にかかわります普及率という

ことでお問いいただいております。普及

率につきましては、一応平成１５年度末

７７．７％ということで公表させていた

だいている中で、今年度平成１６年度、

現在工事の方も実施いたしておりますの

で、そちらの方の見込の方からお話をさ

せていただいて、平成１７年度の伸びと

いうことでお話させていただきたいと思

います。
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　一応、平成１６年度末の普及率でござ

いますけれども、現在工事の方も実施い

たしております。最終、決定してまいり

ますのは、やはり年度末、３月末日をもっ

て決定をしてまいるわけなんでございま

すので、あくまで予定ということにはな

るんですけれども。まず、平成１６年度

につきましては、事業費ベースで０．７

５％の伸びで事業の方実施いたしており

ます。伸び率の内訳といたしまして、合

流区域では、平成１５年度末で９２．５

％が９２．６％と０．１％の伸び率でご

ざいます。分流区域におきましては、６

４．３％が６５．６％と１．３％の伸び

率で実施をいたしております。今の市域

全体で申し上げますと、整備による普及

率といたしましては、７８．５％となる

んでございますが、平成１６年度におき

ましても、処理区域内ではありますけれ

ども、人口密度の非常に少ない地域で、

開発が数件ございました。その開発の普

及率の伸びを少し見込まして、これも予

定でございまして、市域全体でほぼ平成

１６年度末といたしましては、７９％に

なる予定でございます。

　それで、平成１７年度の事業での伸び

率ということでございますが、今、考え

ておりますのが、０．９％の伸びを考え

ております。これにつきましては、常々

健全化計画等では０．７５ないし０．７

８ということではあったんですが、従前

より委員会等でご指摘をいただいており

ます工事請負費の不用額の処理につきま

して、財政当局と協議をいたした中で、

不用額については次年度へおくるという

形の中で、今年度５，０００万円、工事

請負費で上積みをさせていただいた内容

で、ほぼ４００メーターの延長の増で実

施とさせていただいております関係で、

今年度０．９％の伸びを考えて予定いた

しております。

○山本靖一委員長　山口参事。

○山口下水道管理課参事　質問番号６番、

印刷製本費でございますが、印刷につい

てどのような製本をされているのかとい

うことでございますが、受益者負担金等

の通知書、納付書、封筒、それと水洗便

所の改造検査シール、そして青焼き代、

それと地番図の製本代等を計上しており

ます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　質問番号３番目

の貸付金とその督促時期がかなりおくれ

ているということで、貸付金につきまし

ては、３年間３６回にわたって月賦償還

されるもので、毎月納期が到来いたしま

す。しかしながら、これまでは毎月の督

促ではなく、年度末等にまとめて実施し

ていたというふうに聞いております。そ

の中で督促漏れがあったということで、

大変時期が遅くなったことについては、

これは我々も反省しなくてはならないと

考えております。

　今後につきましては、１か月から３か

月経って、滞納されている方につきまし

ては一括で督促をし、さらに督促後にお

いても、３か月、督促後３か月を経過し

てもなお納付、償還されないものにつき

ましては、催告をしていくという形で、

順次、督促なり催告をやっていく予定に

しておりますし、今現在そういった形で

取り組んでおるところでございます。

　続きまして、質問番号７番目の水道部

とのやり取りということで、水道部の方

からは、毎月調定額等の報告をしてもらっ

ております。未収金等につきましても、

前期、後期、それぞれ金額、件数等を報

告を受けております。しかしながら、そ

の督促につきましては、水道部の方の徴

収委託しておりますので、水道部の方に
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お願いをしております。ただ、下水道料

金だけが滞納になっているような場合に

ついては、下水道課の方で対応をしてお

るところでございます。

○山本靖一委員長　辻委員。

○辻委員　ちょっと順番変わりますけど

も。今の７番の件でありますけどね、水

道の方は、そういう特殊勤務ということ

ですね、こちらの一般職と違って手当も

いただいてるし、また、年度によっての

督促の徴収いければ手当もついてるとい

う特勤手当ですけどもね、今後見直すと

いうことでやってます。僕にしたら、や

はり下水道課として委託している以上は、

やはりそれだけきちっとしたものを言う

べきではないかと。民間では当たり前の

話だと思うんですよね。ただ、委託料が

安いから、１番安かった水道部にこうい

う形でお願いしたということありますけ

ども、一応企業契約ですから、きちっと

やってもらいたいなと。同時に、水道部

の方でもＯＡシステムの改良とかいろん

なことをされてますし、また職員も上級

のそういうシステムの研修に行かしてお

りますから。よく話し合いしていただき

ましてね、瞬時にわかるように。である

ならば、両方から人を出して、そういう

ことを徴収の方ですね、ともに行くとい

うような方向も考えてもいいんじゃない

かな。やはり真面目に納めてる方のやっ

ぱり負担を軽くするというのが、あなた

方の仕事じゃないかな、このように思い

ますので、要望としときますけども、１

度考えていただきたい。きょう助役おら

れますから、システムの、どちらも違う

システム使うてるからできない話ありま

すけども、できたらこの件、１つにまと

めるようなシステムにしていただいたら

ありがたいなと、このように思っており

ます。

　次、６番目。製本費わかりました。

　次、滞納者についても、２番につきま

して極力漏れのないようにお願いしたい

と思います。

　次、最後１番になりますけども、この

間、来年、普及率約８０％ということで、

本当にご苦労かけました。私、議員にな

りましてから、本会議場でも摂津は教育

予算よりも建設費予算の方が多いという

質問等もあって、その中私たち先輩議員

も、この公共下水については大きく力を

入れてきたということを聞きながら、こ

の間見させていただきました。また、他

市へも視察に行ってそこの経常収支を見

ますと、やはり国の範囲でやっておられ

てね、我々よりもおくれているというこ

とも感じますし、その点は、市民も感謝

してると思います。ということで、大変、

私たちも市民の要望を受けながら、財政

苦しい中でも言いたいことも言い、お願

いも言い、その都度本当に現場へ足を運

んでいただいたことに本当に感謝してお

ります。あとは、残されました約２０％

地域の方々も１日も早い公共下水の普及

を望んでおられますので、どうか今後も

予算については減額になるかわかりませ

んけども、どうか知恵と工夫を出してい

ただいて、例え１メーターでも進んで、

１日も早い完成を目指していっていただ

くことを要望して質問を終わります。

○山本靖一委員長　ほかに質疑ありませ

んか。

　中野委員。

○中野委員　貸付の返還の問題はちょっ

とわかったんですがね、公共下水道工事

で、また収入するような面があるのか、

ちょっとその辺を聞かせてくれませんか。

　次は、概要の１７９ページの不明水対

策調査費で７００万出ておりますね。こ

れの委託の成果というんですかな、どう
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いう見込をやってるんか、ちょっと聞か

せてくれませんかね。

　それと、同じ１７９ページの概要でご

ざいますが、防火水槽等しゅんせつ委託

料で１９６万３，０００円。これちょっ

と内容説明お願いいたします。

　それと、せせらぎ水路清掃、これ、作

業内容を聞かせてください。

　それから１７９ページ、同じ水質分析

委託料で７１万３，０００円出ておりま

すが、これ、何回ぐらいやって、どうい

う成果というんかな出てるのかなという

ことをちょっと知りたいために、聞かせ

てください。

　さっき、今、辻議員も言われましたけ

ど、本当に公共下水進めていただいて、

本当にありがとう。感謝しております。

　そこで、ほとんど地図見ますと、もう

大体満遍なくわたっておるんですが、た

だ残念ながら、東別府の地区だけ、どう

しても空白になってるとこがありますん

で、これに対する対応、私も地元におり

ながら、本当に申しわけないと思ってお

るんですけど、この対策というのはどう

いう方向性を示しておられるのか、それ

だけ聞かせてください。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　工事の関係で、

ほかに収納するものがあるのかというお

問いでございます。工事の負担金として

受益者負担金でございますが、受益者負

担金につきましても、滞納額が多いとい

うことから、現在その債権回収に積極的

に取り組んでいるところでございます。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　１７９ページ、

公共下水道事業の不明水対策調査委託料、

これの委託の成果ということでございま

すが、平成１５年度におきまして、主に

安威川以南でございます。こちらの方の

汚水の分につきまして、やはり有収水量

と実処理水量、この差が非常に大きいと

いうことは言われております。ですから、

できるだけ有収水量に近づけるというこ

とで、余計な経費をかけていけない、そ

の差は恐らくなんらかの形で公共に流入

してるであろうということでございます。

私どもとしましても、少しでもその分を

軽減するがために、管内調査と申しまし

て、どういうふうな流れが生じているか。

中には誤接もございますでしょうし、折

りには管と管の接合部、この辺りからの

漏水ということもございます。ですから、

そういう汚水管の中に一応カメラを通し

まして、そこからどういうふうな水の流

れが発生しているかというようなことを

調査しております。これを受けまして、

平成１６年度、今年度におきまして、そ

の不明水が流れ出てる箇所、これをポイ

ント的に押えておりますから、その部分

の部分的補修あるいは、平成１６年度で

は実際しておりませんけれど、万が一マ

ンホールとマンホールの間の部分をやり

直さなければならないというようなこと

があれば、できるだけ翌年度、そういう

ことを対処してまいりたいということを

つかむがための委託をしております。

　同じくガランド水路の関係で、防火水

槽、それからせせらぎの内容でございま

すけれども、防火水槽等しゅんせつ委託

料、それから、せせらぎ水路清掃委託料、

これはどちらかといいますと、あわせて

やってるような状況にございます。ただ、

業者は別でございますけれども。せせら

ぎの方は、月２回平均、平均にしまして

月２回のせせらぎ部分の清掃委託をして

おります。その清掃にあわせまして、せ

せらぎの分で２か所、防火水槽を兼ねま

したポンプ井がございます。そこの部分

にもコケが流入いたしますものですから、

－�10�－



その中の清掃も行っている。そうしない

とポンプの方にコケが絡みついて正常な

稼働をしないというような状況も発生し

ますがために、このせせらぎ水路の清掃

にあわせまして、防火水槽２か所分を清

掃しているという内容でございます。

　それから、水質分析委託料でございま

すけれども、やはり１つはこのせせらぎ

には、下水道処理水を放流しているとい

う内容がございます。その中で処理水を

放流するにあたりましては、処理場は処

理場で一応滅菌という形にはされており

ますけれども、やはり私どもの施設に到

着して、私どものはけ口から最下流まで

の間には、やはりその水質も変化いたし

ております。これがやはり水質の中で初

期目的としましては、親水ということで

すから、水に触れてもらってもいいとい

う状況の施設にしております。ですから、

その水質を管理することで、とんでもな

い悪化するような状況があってもござい

ませんので、それを監視するがために水

質調査をさせていただいているという状

況でございますので、よろしくお願いを

申し上げます。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　整備の方にかか

わります２点ほどございまして、まずちょっ

と前後するんですが、まず東別府２丁目

の整備についてということでございます。

従前より、東別府２丁目につきましては、

各会派の皆様方へもご協議をいただく中、

進めてはおるんですけども、なかなか前

に進んでないというのが実状なんですが、

まず、今現在の整備状況といたしまして、

水神木水路より以西につきましては、ほ

ぼ地権者の方のご了解をいただく中で、

平成１４年度から実施をさせていただい

て、今年度もさせていただき、来年度も

予定箇所としてあげさせていただいてい

るというのが実状でございまして、ほぼ

以西につきましてはそれで完了してまい

ろうかと考えております。引き続きまし

て、今の以東につきましても、続けて整

備をしていくことが１番望ましいんでは

ありますが、現在、いろいろと地権者の

方の開発時点でのわだかまり、これに対

して、解決策を市の方からなんどか提示

はさせてはいただいたんですが、なかな

かご了解をいただけてないと、今現在も

その状況でございます。その中、決して

放っておくわけにもいきません。粘り強

く交渉の方、今後とも続けてまいりたい

というふうには考えてございます。それ

と、非常に年数も長くなってございます

ので、やはりまた違った面からというん

ですか、法的に何かそういう糸口はない

かということもありまして、今現在、本

市顧問弁護士の方へも相談の方させてい

ただいているというのが、今現状でござ

います。よろしくお願いしたいと思いま

す。

　それと、もう１点、ちょっとご質問の

方、確認をさせていただきたいんですが、

公共下水道工事、今後進めていく中にお

いて、収用をかけてまでする工事がある

のかどうかというご質問であったかと思

うんですが。

　申しわけないんですが、その辺よろし

くお願いしたいと思います。

○山本靖一委員長　中野委員。

○中野委員　今１番目の弁で、実は工事

をしたと。これ１期、２期、３期、４期、

５期という形でお支払いするんかな。こ

れはまた別個なんかな。というのは、公

共下水道工事したあとからに、請求書が、

また辻議員が言うてるのかどうかこれ、

ちょっとあれなんやけど、工事したあと

に、１期、２期、３期、４期で工事請求

がきて、１期、２期、３期で納めたけど
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も、４期、５期が納入になってないとい

う形がありましてね、これが結構市民か

ら今、３年も４年も放置しとってなんで

やという形がね、これ。

○山本靖一委員長　受益者負担金のこと

ですか。受益者負担金と工事とはまた別

個の話。いやいや、受益者負担金やった

ら受益者負担金ということで質問してく

ださい。中野委員。

○中野委員　負担金だと思うんですが、

そういう形がね、ちょっといや、苦情が

結構入ってきてるんで、どういうような

対応措置をしてるんかな。請求というん

か、してるんかなということをちょっと

聞きたいために質問させてもうてます。

　それともう１つはね、これ不明水対策

調査委託料で７００万ですわね。結局、

今１５年度とか１４年、１５年、大体こ

れ同じような費用出てるんですね、大体。

私にしたら、こんだけの７００万かけて

ね、なんらかの形が成果が生んできとる

んやったらＧＯのサイン出したいんです

けども、今さきにこんだけの成果上がり

ましたよというような形はちょっと正直

もらえなかったものですから、すみませ

んけど、もう１度聞かせてくれませんか。

　それから、せせらぎ水路の清掃の問題

ですね。これ、月２回。大きく藻とかな

んかとるのは、年何回やるんでしょうか、

聞かせてください。

　それと、水質の問題におきましても、

実は、確かにそうですね、調査されるの

も本当に結構なんですが。実は、大量に

ちょっと鯉が死んだことあったでしょ。

ああいう面で、実はすぐさまにモニター

関係で、今はこういうまあいうたら危険

な水が流れてますよという形をね、これ

できてるんかなというちょっと心配があっ

たもんですから、聞かせてもらいました。

　それと、東別府２丁目の問題ですが、

これは１番、正直言ってネックは何になっ

てるんでしょうか。ある企業ですわ、あ

る企業の場合に、ほとんどクリアしたと

いうふうに私は思うんですけどね。それ

にはまだ固執してるということに対して

どうなのかということを思ってるんです

が。何が問題なのかもう一遍聞かせてく

ださい。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　受益者負担金関

係の対応その他をどういうふうな処理を

してきたのかということでございますが、

貸付金と同様に、これも３年間にわたっ

て納付をされるものでございますが、納

期は６回、督促につきましては、納期ご

とでなく、これも年度末に実施していた

というふうに聞いております。今現在、

新たな課となりまして、新たな係になり

まして、この受益者負担金にも集中的に

取り組んでおるところでございます。そ

の中で督促のおくれているもの等につい

て、今請求をさせてもらってるというこ

とでございまして、市民の方から批判も

受けますが、そういった説明をした中で、

一定の説明をした中で納付の方をお願い

しているという状況でございます。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　不明水の関係

をなんらかの成果がということなんです

が、１５年度で実態把握しました。本来

平成１６年度、平成１７年度も引き続き、

その実態をもってその不良箇所の整備を

翌年に実施してまいりたいと。１５年度

の調査の内容では、やはり取り付け管の

部分からの漏水等も発見されております。

この部分につきましては、やはり本管に

枝管を取り付けるところの接合部からの

漏水ですから、明らかにこれは地下水が、

安威川以南は非常に地下水も高いところ

でございますから、どうしてもそういう
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ところの部分は数件確認されております。

ですから、その部分につきましては、部

分的補修でその漏水を止めるというよう

な形の術、ただ、非常に今のところ有収

水量の部分とそれから実流入しておりま

す数量の差が余りにも大きいものですか

ら、非常に調べなければならないのは、

今まで過年度で実施してまいりましたエ

リアをすべて確認した中で、水量がどれ

ほど増減するかという結果になろうかと

思います。ですから、今年度の実績をもっ

て目に見えるような形での成果、不明水

の減水量が幾らあるというのはちょっと

つかみにくいかなというふうには思いま

すんで、これは地道にやはりそういう不

良箇所を今後も確認し次第、止水に努力

していきたいとこのように考えておりま

す。それから、せせらぎ水路の件でご

ざいますけれども、この水路に生えます

藻の頻度というのがございます。やはり

これは季節の違いがございまして、直射

日光がきつく当たります夏場の間、やは

りこの間につきましては、非常に藻の繁

殖が非常に早い状況で繁殖いたしてまい

ります。ですから、年を通じまして、月

２回平均と申し上げておりますけれども、

やはり夏場には３回する場合もございま

す。冬場には月１回あるいは２か月に３

回というような形で、その藻の繁殖の程

度によりまして清掃をしているという状

況でございます。ですから、その内容で

先ほどの防火水槽のしゅんせつもその時

期にあわせた形でしているという状況で

ございます。

　それと、水質の分析の件で、確かに、

昨年でしたですか、大量に鯉が死滅とい

いますか、完全に亡くなったと。これは

１つの原因としましては、新聞報道ある

いは管理しております組合の方からも報

告を受けておりますけれども、要は最終

放流する際の塩素滅菌のバルブの閉め忘

れでその塩素濃度が非常に濃い状況になっ

てしまったということで、そういう水生

動物に影響を与えたということでござい

ます。それが正常に戻ったかどうかとい

う確認ですね。これを周知したかという、

周知の方法かと思うんですが、この件に

つきましては、その維持管理をされてま

す組合の方から、現状とそれからその後

に流された水質について、こういう内容

になりましたと。放流口でも確認した状

況では、処理場から放流してる水質とイ

コールですよという内容でございます。

その内容につきましては、広報等々では

周知させていただいておりませんけれど

も、沿道自治会あるいはガランド美化会

等を通じて、事態とそれから現状復帰し

たというような内容を連絡させていただ

いたという状況でございます。

　それと、東別府の不同意の関係で、ネッ

クは何かということでございます。この

件につきましても、私どもも、体制が変

わるたびには、必ずご面談させていただ

き、今後とも協議をさせていただきたい

と。その中で、１つは先ほど渡辺課長が

申し上げましたように、開発にかかわる

こだわりといいますか、非常に開発者に

負担をかけさせた内容、それとその周辺

で行われた開発の内容、これらの相違も

指摘受けております。もう１つは開発途

上で負担された用地が別にあると。その

用地に対する取扱い。この物件につきま

しても、本市の方から用地提供という形

の中で、相手方の要求に応じた形で、こ

の程度ならできますよというお話もさせ

ていただきました。しかしながら、相手

の要求の内容と私どもがそのことに関し

て提出させていただいた内容には差があ

り過ぎるからそれは無理だというような

ことですね。あと、本市がその周辺で取
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り巻く残存農地といいますか、まだ開発

ができる余地のある土地ですね。ここら

の取扱いについての部分、この辺もちょっ

と不信感をお持ちかなというふうに思い

ます。ですから、これが問題だというこ

とで、先方の方から内容提示を受ければ、

それなりのものとして報告させていただ

いておるんですけども、なかなか私ども

の思いと先方の思いとが合致しない、そ

の辺りで結局話が挫折してしまうと。私

どもとしましては、公共下水道整備、こ

れをなんとかしていただけないかという

話をさせていただくんですが、それが解

決してからでいいじゃないですかと、こ

ういうふうにおっしゃられますので、私

どもも何か、それにかわる手法をとって

まいりたいなと考えているところが現状

でございますし、平成１７年度をもちま

して、水神木水路より以西が完成する。

ですから、本来は東につきましても、速

やかに１８年度以降で着手してまいりた

いというのが、担当する我々の気持ちで

おります。

○山本靖一委員長　中野委員。

○中野委員　今、せせらぎ水路で大きく

清掃するのは何回ありますかということ

で聞いていますけど。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　失礼しました。

大きく清掃という状況ではございません

で、その１回の清掃というのは２日かけ

ております。その２日で上流から下流ま

でのコケ等の除去をしているという状況

でございます。その２日のうちの１日に

防火水槽の清掃をはめるという状況でご

ざいます。

○山本靖一委員長　中野委員。

○中野委員　受益者負担金云々の話で請

求の問題ですけどね。それ以上今責めたっ

てしゃあないから、今後どういう形にに

していくのかな。それだけ聞かせてくだ

さい。

　それと、不明水の対策の問題。これちょっ

と今答弁聞いて気になったんですけども、

結局、実質的に流れる汚水と結局ほかか

ら流水する水ですね、これ、普通僕らは

汚水というたら、ほとんどいろんなとこ

ろに管がずっとつながっておって、どこ

も出てけえへんというのが僕らの頭なん

ですけどね。そやから、本来やったら、

汚水だったら、もう管がどっこもいうた

ら通じていかんと、別個の管、中が接続

するようになってますわな。それが、普

通の水が入ってくるという事態が僕ら素

人には考えられないんですよ。そういう

面でちょっと尋ねとるわけでありまして

ね。ちょっとそれにもう一遍説明してく

れますか。我々としたら、汚水管といっ

たら、必ず家庭から流れてきた水ってい

うんか、それをずっと流れで最終的に処

理していくという形で、大体管にずっと

つながっとるわけですから、入ってくるっ

たって、僕ら素人からは考えられないん

ですよね。

　それは、全体的に雨水がくるんだった

らわかるんですよ。そやけれども、汚水

となってきたときにね、ちょっとその辺

のところが理解できませんので、すみま

せん、お願いします。

　それで、今、せせらぎ水路の問題でね、

これ月に２回、さっき言うように、藻を

ずっととってはるんですか。私、よう行

きますけど、余り大きく機械なんか使っ

てざっとコケ流してはりますけど、間違

いなく、本当に月２回やってるんですね。

平均ね。わかりました。

　そのときのね、ちょっと作業内容見とっ

たらね、本来上からやってきて、清掃す

るのが、僕らは本来だと思うんだけども。

後、さっと見ますとね、また同じように
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ね、今度はヘドロというんかな、溜まっ

とるんですよ。本来上からずっと水をこ

うしていったら、大体きれいにずっとやっ

ていかなあかんのに、後から作業みとっ

ても同じこれぐらい下の方にたまって。

これは本当に清掃したんかなという感じ、

実は受けたんですよ。だから、こんな質

問してるんですよ。一遍作業内容でね、

本当に上からずっとやって、ちょっとた

まり場見たらありますわな。そういうと

こら辺がね、どうしてもやっぱり溜まっ

てしまって、そういう感がちょっと見受

けられたんでね。これやったら清掃して

もらっとったって、また同じようなこと

繰り返しとんちゃうかなという感じがし

たものですから、質問させてもらいまし

た。

　東別府２丁目の問題ですが、助役、ま

たいろんな手で努力してみてください。

我々もまた一生懸命これから訴えさせて

もらって、早期にできるように、努力を

私たちもしますので、よろしくお願いし

ます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　受益者負担金の

今後の取り組みについて答弁させていた

だきます。受益者負担金につきましては、

先ほども申しましたように、３年間６期

にわたる納付ということでございまして、

これまでは年度末に一括して督促をして

おりました。しかしながら、今後につき

ましては各納期、納期後３０日を経過し

た時点で督促状を発送して、さらにそれ

でも納付されない方については、さらに

３０日おいて催告をしていこうと。催告

も文書による催告とあわせて電話ですと

か、直接にお会いして面談をした上で請

求すると、こういった対応を考えておる

ところでございます。

○山本靖一委員長　宮川次長ね、他市で

は内緒で管につないでるっちゅうような

こととかいろいろ事例がありますやろ、

そういうことも含めて、具体的に答弁し

てください。

　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　不明水につき

まして、どういう状況で、そういう汚水

以外の水が入るのかとこういうご質問か

と思います。私ども本市が整備する時点

におきましては、汚水管、雨水管という

ような形で明確に接続、まず間違うこと

なしに、取り付けを行います。その後に

やはり経年変化と申しますか、やはり地

盤の変動が多少ございます。ですから、

その辺りでは不等沈下という状況も発生

してまいります。ですから、本管の接合

部でややもすると不当沈下によって、そ

こに漏水箇所が発生する場合もございま

す。また、各宅地から入ってきます取り

付け管、これの接合部につきましても、

やはりそういう経年変化の中で緩んだ場

合には流入してまいります。

　それと、もう１つはコンクリートと塩

ビの接合部、これもやはりそれなりに、

漏水を招かない状況で施工はいたします

が、やはりその経年変化とそれから材質

の違い、こういうところから水が流入す

ると。もう１つは、民間開発等によりま

して、後日、その本管に接続していただ

く場合がございます。そのときに、雨水

管と汚水管の取り違えがあったりとか、

あるいはその開発行為の中で宅内におけ

ます排水設備ですね。このような中で、

本来汚水に雨をつないでもらっては困る

んですが、部分的にそれぞれの宅地の事

情でしょうけれども、簡単に接続する場

所があって、水が流せるという状況があ

れば、知らないうちに接続されると、い

ろんなケースが考えられます。ですから、

今本管でどれほど異常が発生してるかと。
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それでも、不明水が解消できないという

ことであれば、これはまた個別にそうい

ういろんなところの部分を調査してまい

らなければならないかなと。ですから、

その辺りが、私どもとしての今後目に見

えないところの部分で発生するものです

から、非常にいろんな角度からいろんな

対応をしていかなければならないのかな

と、このように考えております。

　せせらぎの方ですけれども、これはや

はり、委員ご指摘のとおり、上流から私

どもも行っているという状況でございま

す。ですから、私どもとしましては、２

日かけておりますから、上流から福祉会

館、福祉会館からその下流というふうな

形で施工しております。この流れの中で

防火水槽もあわせて清掃してるという状

況でございますので、すぐに藻が生えて

くるという状況の中では、せっかく清掃

しても効果が上がってないというふうな

形で見えようかと思いますけれども、一

応デッキブラシあるいは時には金ブラシ

というかたわしということで、水を送り

もって清掃しているという現状でござい

ますので、よろしくお願いを申し上げま

す。

○山本靖一委員長　中野委員。

○中野委員　ある程度了解しました。そ

うですね、今せせらぎで清掃の問題ね。

作業見とったらね、そうですね、４０メー

ターぐらいのときに、職員が５、６人やっ

とってね、２班か３班に分かれておって

結局その清掃をしとるんですよ。私が言っ

ているのは、最後の仕上げをね、エアみ

たいな水でばっと吹きつけて流しておる

けど、あれをずっと上から下に向かって

してくれはったらそうでもないんですよ。

結局ブラシもかけてるけども、結局それ

で終わってしもうてるんですよ。その作

業内容を見てるんですよ。そういう具体

にね、要は本当にきれいに終わったなと

言うたはるんだったら、値打ちあるんで

すよ。だけれども、そうじゃないもんだ

から。これなんでやという。せっかくき

れいにやっとってもまだ残ってるやない

かということを僕は言うてるわけであり

ましてね。一遍作業内容を見てみてくだ

さい。私のは以上でございます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　柴田委員。

○柴田委員　公共下水のことで少し聞い

ておきたい。先ほど説明の中で、今年は

大口の使用者が減ったので、大分それが

減になったいうのは、具体的にどういう

ことなのか、１つ教えてほしいのと、　

それから、先ほどもガランド水路のこと

で聞いてはりましたけどね、この中で、

修理費で２８０万円ほど出てるんですが、

これどんな修理をするのかということを

教えていただきたい。それから、これは

もう毎回ね、これ、今年も二千何百万で

すか、清掃費で。これ公共下水道の所管

でもってはるから、いっつもこれ言われ

はるんで、気の毒な話やなと思うんです

けどね。我々としては、当初あれだけの

ことをやるのに、これだけの維持管理費

が要るというのは、我々自身にも少し勉

強が足りなかったんかなと思うが、やっ

ぱり毎年これだけのお金が要る。この辺

について、藻など発生しにくい何か素材

のものをやはり一度コンクリート部分に

注入するとかなんとかというようなこと

ができないのでしょうかね。これだけ、

２か月に１回とか夏場になったら、もう

１か月に何回とかいうような清掃が、際

限なく繰り返してこれ洗っていかないか

んということになるとね、もう少し、こ

ういうものに対する抜本的な対処策とい

うものを考えていく必要もあるんではな

いのかというふうには思うんですが、そ
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の辺はいかがなものでしょうか。

　それから、先ほど、下水管に湧水とい

うかわからない水が入ってくるというこ

と、水道の場合ですと、こちらで水源地

で送った水で家庭で使ってもらうまでの

ロスというのが、例えば１０％とか、多

いとこでは１０％、少ないとこでは５％

とか、できるだけこの幅を小さくしよう

というような考え方がありますが、これ、

公共下水の場合でも、当初使った使用量

と、それから末端で処理する水の量とに

やっぱり自然的にも、それだけのなんぼ

かのやっぱり差異というのはあると思う

んですが、そういうものは、当初から全

国平均とか、各市とかうちとかというよ

うなことで、どれぐらいのその状況とい

うものを想定されておられるのかという

ようなことを一遍聞いときたいと思うん

ですけどね。

　この前も１度お尋ねしたんですが、下

水道管の耐用年数というのがありますね。

今度のこの起債を借り換えるのでも、そ

の耐用年数の限度枠いっぱいまでを逆に

借り換えるということですが、大阪辺り

では、公共下水管がもうかなり古いです

から、しかも陶管などを使ってますので、

ロスも多いのではないかと思うんですが、

うちの場合は、これ、我々は半永久的な

ものと思ってるんですが、大体本当のそ

の使用年数というのは、何年ぐらいを想

定されるのか、起債なんかに対する耐用

年数というのは一定あると思うけど、現

実にね、何年ぐらい使えるものなのか。

それはそのときのいろいろな状況によっ

て、地震があったり、またいろいろなこ

とがあったりして、内容は変わってくる

と思うんですが、平均的にどれぐらいの

ことなのか。

　それから、前にも申し上げたんですが、

もうかなり以前に整備されてて、２０年

間ぐらい全くそこへ供用開始がなされて

ないということになると、もうこの管は

既に耐用年数からいうたら、４分の１ぐ

らいですね、もう経ってしまってるとい

うようなこともあるんで、その辺のパイ

プが、下水管がどれぐらい実際あるのか

ね。これは、今具体的に言われへんと思

うんですけど、我々は下水管を考えると

きに、そういう心配もするわけです。そ

の辺のことで、今後この公共下水として

下水管のあり方というので、少しわかる

範囲で教えていただいたらと思います。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　ガランドの修

理費２８０万というものがどういうもの

に修理費用を使っているのかということ

ですが、この施設の中には遊具も用意し

ておりますし、また照明器具、それから

トイレ、こういうものを用意させていた

だいております。中には、植栽部分もご

ざいますから、そこらの維持、補修とい

うのはおかしな表現かもわかりませんけ

れども、トイレの扉あるいはそういうと

ころのいたずらでは済まされないような

破壊の仕方、照明器具につきましても、

器具の電球等の破損だけでなしに、もう

その器具自身を破損されるというような

こともございますので、そのようなもの

を対応するがために、本来はできるだけ

少なくしていただき、そういうことを避

けていただければ少なくなるんではない

かなと、このように考えます。

　今回もガランドのこの施設の管理事業

に約２，２５０万程度計上させていただ

いておるわけですけれども、やはりこの

中で、１番目に見える状況の中で、清掃、

藻が生える、この辺のことかと思います。

　これを、藻を発生しない抜本的な手法

ということで、私も事あるごとに、そう

いう水路施設をお持ちのところなんかに、
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なんか対応されてますか、何かいい方法

はないですかというふうに伺います。た

だ、これはできないんですけれども、昨

年の放流水での事故ですね。完全に藻を

絶やすという方法であるならば、今簡単

にできるものがあるならば、塩素滅菌が

１番早いかなと思います。しかし、これ

を濃くしますと、やはりその水で触られ

た方の手、あるいは口、目等に飛散した

折りには、それなりのまた人体的障害も

発生しようかと思いますので、これはちょっ

と採用できないかなというところがござ

います。ですから、あとはいかにその処

理水の中の富栄養となっております窒素、

リン、これらの除去が、今後処理場でい

かになされるかが、今後の大きな課題で

はないかなとこのように思います。

　それから、不明水の内容の中で、下水

道管の耐用年数というご質問。この部分

で、通常、コンクリート土木構造の中で、

コンクリート構造物というのは、通常、

耐用年数５０年という状況にございます。

ですから、先ほども話題になりました平

準化債、この分につきましても、通常の

起債ですと３０年、それを４４年程度に

まで対応できないかというような主旨の

もとで平準化債が使われているというよ

うな状況でございますし、私どももほか

からの外力ですとか、先ほどおっしゃっ

てました地震ですね、あるいは事故、こ

ういうことがない限り、今申し上げまし

た５０年ぐらいは十分対応できる施設で

あるという認識はしております。本市も

公共下水道を始めましたのが昭和４６年

ですから、もう３０数年、４、５年になっ

てこようかと思います。その部分の下水

道管、いまだに私はその部分ですべてを

チェックはできてはおりませんけれども、

マンホールのふたを換える程度の内容で、

目に見える範囲の部品といいますか、そ

ういう部分を取り替える程度で、現状に

支障なく利用していると。ですから、ま

だ今のところ、本市が着手した施設の中

では、また耐用年数がきて更新をかけな

ければならないという状況のものは、い

まだ至っていないというふうに考えてお

ります。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　使用料収入の減

収になっている理由ということで、具体

的に取り組んでございます。これまで１

社で１億円を超えるような使用料収入が

あったわけなんですけれども、その事業

所が転出したということでございます。

○山本靖一委員長　柴田委員。

○柴田委員　今教えていただいて、特に

ガランドのことですけど、修理費、最近

非常にいろいろなところで、お金が要る

んでね、この２８０万円もできるだけ少

ない数字でという感じから言うたんです

が、多岐にわたってますわな、電灯の修

理からトイレの修理からさまざまな設備

の保管までいろいろなことね。これはで

きるだけそういう費用も少なく済むよう

にと、先ほども言われたように、やっぱ

り２，２００万という数字がどうしても

大きいですね。

　それから、これはまあ、宮川次長とも

昔話したかもしれませんが、なんとか藻

を発生しない方法はないかということで、

鋭意努力していただいているということ

もあるんで、私なりにもアクリルか何か

のそういうものが付着しにくいような素

材のものを散布するというんですか、よ

うなことはできないのかなというような

ことを聞いたんですが、それはそれで、

まだデメリットがありましてね、滑ると

か後々やっぱり危ないとかいうようなこ

とがあるんですが、１度ね、これだけ頻

繁に掃除をせないかんということもこれ
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も本当はやっぱり大変なことだと思うし、

してもらう方も大変ですし、また費用的

にも大変ですから、１度考えていただき

たいと。

　それから、僕は湧水のことですけれど

も、これはちょっと答えがなかったよう

に思うんですが、どれぐらい、水道でい

うたら、つくった水が末端に行くまでに

ロスがこれぐらいあると。逆に下水道管

の場合は、流した水よりも、周囲から湧

いてきたり、入り込んだりする水の平均

値というのがあるんでしょうかというこ

とを僕は聞いたんです。それのお答えは

なかったと思うんですよね。

　それから、耐用年数のことですけど、

起債等にうたわれている耐用年数が本当

に５０年としたらね、もう既に３０数年

前に入れたパイプの耐用年数が１４、５

年しか残ってないじゃないかと。５０年

になったらね、またそういうパイプの抜

本的には布設替えとか、部分的には補修

とかというようなことを今後考えていか

ないかんという状況が、今後の公共下水

道の管理運営していく中で出てくるとし

たら、これはこれからのやっぱり費用と

いうか、この予算化していく中でね、ま

た大きな課題がのしかかってくるなとい

うふうに思うんです。私は５０年という

ような数字は私自身は考えてないんです。

大阪だとか、もっと先進都市なんかでも、

かなり長いことやってて、１００年近く

なってても、そのまま下水道管、現在使

われておりますから、摂津市の場合、そ

こまでと思わんのですが、いずれ将来やっ

ぱりそういうことが起こってくるという

ことも今後やっぱり考えていかなきゃな

らんという、これもやっぱり市民にもそ

ういう状況を説明していかなければなら

ないのではないのかなという、私はちょっ

とそういう懸念も思っておりますので、

これはもう耐用年数を今国が言うてるよ

うな基準耐用年数ということでのご説明

であれば、それで結構ですけど、これ、

屁理屈言うてしたら、ほんなら５０年だっ

たら５０年以降の下水管の今後維持管理

は抜本的に布設替えまで含めてどんな計

画を将来もっていかれるんですか、今か

らそのことも含めたやっぱり対策を講じ

ていかなきゃならないのではないでしょ

うかと、こういうことまで聞かないかん

ことになるんですが、私はそこまで管が

５０年というようなもので、もうたちま

ち使えんようになるというふうにはとっ

てないんですが、将来やっぱりそういう

ことも含めて考えていかないかんのでは

ないかということを申し上げただけで、

これはもう別にご答弁要りませんので。

さっきの湧き水というんか、受ける水の

量はどういうふうになってるのかという

ことをお答えいただきたい。あとはもう

結構でございます。どうもありがとうご

ざいました。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　どうも失礼し

ました。下水のその管の能力の考え方な

んですけれども、計画汚水量というのを

まず求めます。その中でそういういろん

な地盤の状況、接続の状況でそういう事

が発生するということで、下水道計画の

中ではその汚水量に対する２割、２０％

ですね、ですから、１．２の部分が流れ

る管渠断面を検討してると。ただ、それ

ぞれの管渠断面にはその分、筒いっぱい

でなくて、余裕量というのを幾ばくか空

断面として考えて、それで断面を決定す

ると。ですから、地下水といいますか、

不明水という位置づけで下水道計画上考

えてますのは、汚水量に対する２割を計

上しているという状況にございます。ど

うも失礼しました。
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○山本靖一委員長　柴田委員。

○柴田委員　いや、そこでいつも思うん

ですけどね、２割がええとか悪いとか思っ

てません。えらい大きな数字だなと思う

んですが。１つ考えられることは、周囲

から現汚水管にむしろ水が入ってきて、

一応処理場へ流れるということになれば、

もともとの汚水濃度が、その水によって

希釈されてるということになりますが、

逆に考えれば、その汚水管からどこぞへ

漏れてるということになれば、これは逆

な問題が生じてくると思うんですよね。

入ってきて、実は出ていってる方は皆無

だと思うけど、むしろ、その周囲の土圧、

水圧等で、汚水管のやっぱり接続部から

浸透してきてる水がかなりあるというこ

とであれば、それは先ほど説明あったよ

うに、当初１００のものが、そういうも

のは２０％ぐらいの部分が出ても一応許

容範囲ということであれば、その範囲内

で入ってるんであれば、ある程度、水の

流れ込みは困るんやけれども、安心です

けれども、逆にどうもよそへ流れていっ

て、実際１００流してる汚水管が、終末

いくときには、８０しかきとれへんでと

いうような状況が起こることの方が、私

は汚水管上の構造上問題があるんではな

いかというふうに感じるわけですが、そ

んなとこまで細かく、なかなか調査でき

るのかどうかわかりませんが、もしわかっ

ていれば、私が今言いましたように、む

しろその汚水管は１００流れているけれ

ど、そこへ周囲の水が浸透水があって、

多くの水を受けているというようなこと

であればね、汚水を処理する上からいう

て希釈されていった水が流れていってる

んやから、ただ、うちが出した水と中央

処理場で受けた水ではかるんでしょうか

ね、これは。そこらちょっとわからない

んですが、その辺でやっぱり２割ぐらい

の差が出てくるということなのか。その

辺もちょっとわかれば教えといてくださ

い。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　不明水の２割

という数字が計画上大きいか小さいかと。

今、現実それがなぜ問題になってそうい

う調査をしなければならないかというこ

とにつきましては、明らかにその数字を

上回っている。２割以上の水が処理場に

入り込んでいるという状況です。ですか

ら、やはりその分につきましては、費用

がその濃度が希釈されたから、処理場で

の負荷が落ちるかと言えばそうでなしに、

処理工程はそういう状況の水であっても

同じ工程をたどりますから、係る経費は

増えれば増えるほど、かかる状況になる

かなという形ですね。

　それと、もう１つ、下水道管に流入す

る不明水もあれば、下水道管から汚水が

漏れ出すということもあるのではないか

と。通常、下水道のパイプが正常に破損

してない状況で、漏水する状況にあると

すれば、これは水道水の場合は圧をかけ

て水を送っておりますから、もしそうい

う欠損部分が出ますと、外に漏れ出すと、

こういう状況にございます。しかしなが

ら、下水の場合は、自然流下で管の中に

は圧がかかってない状況ですから、反対

に地下水に被圧をされている部分、そう

いう水位差の部分で、流入するという状

況でございます。ただ、委員おっしゃっ

てますように、漏れない、絶対に漏れて

ないかという話になりますと、これはちょっ

と私もいろんな状況が考えられます。本

当に破損されてない状況であるなら、漏

れることはないですけれども、そういう

部分につきましては、恐らく流れの中で、

漏れるほど口が空いてるということは、

土砂等も管の中に流入してまいりますか
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ら、管の中の流れがまず支障を来してき

て、その管が破損してるという事実はつ

かめるんじゃないかな、このように思い

ます。そういう状況で、今後私どもも、

維持管理の中については、重々注意して

まいりたいと、このように考えておりま

すので、よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　柴田委員。

○柴田委員　よくわかりました。問題は

やっぱりうちから出している水と、向こ

うで受けてもらう水との中に、２割を越

してる量で、これは大変困ったことやと。

料金的にも非常にその分請求されてくる

わけですから。困ったことだということ

で、浸透水、その他のことを対策として

やっていきたいということをお考えになっ

ていただけてるんだと思うんで、これは

我々、あくまでも素人ですので、ああやっ

たらよろしいん違いまっか、こうやった

らよろしいん違いまっかということはな

かなか言えないので、１つ今持っておら

れる考えられること、技術的なことを駆

使して、１つできるだけ少ない量に抑え

ていただけるように努力してほしいと。

きょうはええ勉強になりました。ありが

とうございました。以上です。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

　　（午後　２時３７分　休憩）

　　（午後　２時３８分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第４０号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質疑なしと認め、質

議をを終わります。

　暫時休憩します。

　　（午後　２時３９分　休憩）

　　（午後　２時４１分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１３号について、可決すること
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に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３５号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　　（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午後２時４３分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

建設常任委員長 山 本 靖 一

建設常任委員  柴 田 繁 勝
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